
令和８年３月９日 

総務部契約管理課 

 

技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）について 

 

１ 措置の概要 

令和８年３月１日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、令和８年

２月２８日以前の設計業務委託等技術者単価（以下「旧技術者単価」という。）又は公共

工事設計労務単価（以下「旧労務単価」という。）を適用して予定価格を積算しているも

のについては、受注者は、契約書に基づき業務委託料の変更の協議を請求することがで

きることとする。 

 

２ 具体的な取扱い 

具体的な取扱いは次のとおり 

・対象は、旧技術者単価又は旧労務単価を適用している建設コンサルタント等業務の

うち、令和８年３月１日以降に契約を締結したもの。 
 
・受注者は委託契約書（補則）の規定に基づき、契約変更の協議を請求することがで

きる。 

 ＜委託契約書＞ 

   （補則） 

第●条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。 
 

・変更後の業務委託料の算出方法は次式による 

変更後の業務委託料 ＝ Ｐ新
※１

 × ｋ
※２ 

    ※１ Ｐ新：新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価により積算さ

れた予定価格 

    ※２ ｋ ：当初契約の落札率 

 

３ その他 

  上記２の事務手続きについては、別紙を参照のこと。 



別 紙 

「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）」の事務手続き 

 

１ 発注者 → 受注者 特例措置に関する説明 

  委託契約書（補則）の規定に基づき、業務委託料の変更の協議

を請求することができる旨を説明（様式―１）し、「変更協議書（案）

（様式―２）を示す。 

 

２ 発注者 ← 受注者 変更協議の請求 

  受注者は（様式－２）を作成し、発注者に提出する。 

 

３ 発注者 → 受注者 協議開始日の通知 

  発注者は、（様式―３）により特例措置による協議開始日を通知

する。 

 

４ 発注者  変更設計書の作成 

  特例措置の対象となる単価は、技術者単価又は労務単価とする。 

変更後の業務委託料 ＝ Ｐ新 × ｋ 

Ｐ新：新技術者単価又は新労務単価及び当初契約時点の物価により積算

された予定価格 

ｋ ：当初契約の落札率 

例）当初（技術者R8.1又は労務 R8.1）⇒変更（技術者 R8.3又は労務R8.3） 

 

５ 発注者 → 受注者 業務委託料の変更協議（協議） 

  発注者から受注者に対して、変更後の業務委託料を示した協議

書（様式－４）を示す。 

協議においては、受注者への説明（変更内容など）を行い、変

更後の業務委託料に対する「承諾書(案)（様式－５）」を示す。 

 

６ 発注者 ← 受注者 承諾書の提出 

  受注者は、承諾書（様式－５）を発注者に提出する。 

 

７ 発注者 ⇔ 受注者 変更契約の締結 

  ①特例措置による契約変更は、”第１回変更”扱いとなる。 

②変更理由は、『「技術者単価等の上昇に伴う契約変更（委託）に

ついて」に基づき、受注者より業務委託料の変更協議があった

ため、単価を入替えて変更したい。』とする。 

 

※変更協議の請求（手順２）から１４日以内に業務委託料の変更協議（手順５）ができる場合は、

手順３を省略することができる。 

※ 

１４日以内 

１４日以内 

１４日以内 


